
美濃加茂市田島町１丁目７１番

低層住宅地

住宅、アパートが混
在する区画整理済み
の住宅地域

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北130 200 30 35 低層住宅地

-

(都)１中専(60,200)

３０代を中心とする周辺郡部からの転入者が多く、県内でも
少ない人口増加都市であり、小学校の増築等が行われている。

特に目立った変動はないが、地域の不動産在庫が減少傾向に
ある。

個別的要因に変動はない。

周辺にアパート等も見られるが、既存地主による土地の有効活用や節税目的のものが大部分を占めており、実際には土
地建物一体の投資元本を回収できるだけの賃料設定が難しい状況である。市場では、個人による戸建住宅利用を前提と
する土地取引が支配的であり、居住の利便性、快適性が重視される。したがって、収益価格を参考に止め、公示価格と
の均衡に留意の上、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

比較的新しい住宅が建ち並ぶ区画整理済みの住宅地域であり、市場での人気は安定しているが、最近は売物件がやや不
足している状況であり、今後は若干の地価上昇も考えられる。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 51,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

51,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

美濃加茂 1

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

-0.3

-11.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

美濃太田駅
北東 700m

美濃太田
700m

(8)

北6m市道

(都)１中専
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

「田島町１－１５－９」

②地積

（㎡）

311

( )

⑨法令上の規制等

1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

51,100 円／㎡

26,700 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

45,100 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 ％ ％

87.8 ］

99.4［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 7月 3日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

15,900,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 51,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

41,000 円／㎡

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、山手小学校区及び古井小学校区を中心とする比較的利便性の高い住宅地域である。中心となる需要者は、
市内在住者のほか周辺郡部等から当市へ通勤する一次取得者である。周辺郡部からの転入者が多く、底堅い需要が存在
しており、売物件がやや不足気味であるが、需要者は予算の制約から慎重な物件選択を行っており、割高な物件につい
ては足踏み状態である。規模にバラツキがあるが、需要の中心価格帯は、坪単価１５～１７万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

美濃加茂（県） 1－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

美濃加茂（県） －

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀





美濃加茂市蜂屋町下蜂屋字東田１７９６番

低層住宅地

農地の中に一般住宅
等が散在する住宅地
域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北110 100 20 130 低層住宅地

-

(都)(60,200)

３０代を中心とする周辺郡部からの転入者が多く、県内でも
少ない人口増加都市であり、小学校の増築等が行われている。

周辺のミニ分譲がやや落ち着きを見せている。

個別的要因に変動はない。

周辺には一部にアパート等も見られるが、大半は旧来からの地主による休耕地の有効活用を目的としたものであり、建
物投資のみの元本回収を前提としており投資採算性は総じて低い。実際の取引も個人による居住目的の需要が大部分を
占め、不動産の収益性が重視されることは極めて稀である。したがって、比準価格を標準として、収益価格を参考に止
め、公示価格との均衡や指定基準地との検討を踏まえ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。

［

［

住宅
Ｗ２

周辺には未だ農地も多く見られる住宅地域であり、小規模分譲も散見されるが、以前に比べ物件供給が落ち着きを見せ
ている。今後、地価は横ばいから緩やかな下落基調で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 21,200 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

21,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

美濃加茂 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.8

+15.2

+55.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

加茂野駅
北東 2.5km

加茂野
2.5km

(8)

東6m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　６
ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

374

( )

⑨法令上の規制等

1:2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

15.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 300  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

21,100 円／㎡

9,170 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

36,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-0.5％ ％

175.3 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

+1.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

21,100

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

美濃加茂 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.0

+15.7

+13.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

129.4 ］

100［ ］ 101.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 7月 3日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

7,890,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 21,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、蜂屋地区・加茂野地区を中心とする美濃加茂市北西部の住宅地域である。主たる需要者は、市内在住も
しくは周辺市町の３０代を中心とする一次取得者である。当市は周辺郡部等からの転入者が多く僅かではあるが人口は
増加傾向にある。蜂屋地区においても同様に増加傾向にあり、比較的土地需要は安定している。市場での中心価格帯は、
土地総額６００～８００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

美濃加茂（県） 3－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

美濃加茂（県） －

基準地番号 提出先

3 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀





美濃加茂市牧野字与次郎１７５３番９

低層住宅地

農地の中に一般住宅
等が散在する住宅地
域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北100 200 50 100 低層住宅地

-

(都)(60,200)

３０代を中心とする周辺郡部からの転入者が多く、県内でも
少ない人口増加都市であり、小学校の増築等が行われている。

特にない。

個別的要因に変動はない。

一部では賃貸アパートも見られるが、当該地域においては賃貸市場の成熟の程度が低くまた駐車場確保の観点から３０
０㎡以下の画地での賃貸住宅建設は非現実的であることから、比準価格のみの試算となった。取引事例比較法の適用に
当たっては、代替競争関係の強い飛騨川左岸の取引事例を採用した結果、説得力の高い試算価格を得られた。したがっ
て、公示価格との均衡及び指定基準地との検討も踏まえ、比準価格をもって鑑定評価額を上記のとおり決定した。

［

［

住宅
ＬＳ２

周辺には小規模分譲も見受けられるが、隣接する下米田地区に比べ利便性がやや劣り相対的に土地需要が弱い。今後、
地価はやや弱含みで推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 21,700 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

21,400

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

美濃加茂 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-1.5

+13.6

+53.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

古井駅
南東 2.4km

古井
2.4km

(8)

西5.7m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　

特にない 基準方位　北　５
．７ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

185

( )

⑨法令上の規制等

1:1.2

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

10.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 200  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

21,400 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

36,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.4％ ％

171.2 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0方位

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

21,300

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

美濃加茂 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

-0.7

+14.0

+12.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

126.8 ］

100［ ］ 100［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 7月 3日 正常価格

平成 29年 7月 14日平成 29年 7月 1日

3,960,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 21,400 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は、市内東部の住宅地域であり、特に飛騨川左岸の牧野地区・下米田地区との価格牽連性が強い。主たる需
要者は、市内在住者や隣接する八百津町等の郡部在住者である。周辺郡部からの需要を背景に周辺ではミニ分譲も見ら
れるが、飛騨川左岸の地価体系は古井地区に近づくにつれ高くなる傾向にあり、西高東低の地価水準となっている。当
該地域での中心価格帯は、土地総額４００～６００万円程度である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

美濃加茂（県） 5－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

美濃加茂（県） －

基準地番号 提出先

5 岐阜県

所属分科会名

岐阜第1

業者名

印不動産鑑定士氏名

渡邉カンテイ事務所

渡邉貴紀



美濃加茂市下米田町東栃井字石倉１８４番３

低層住宅地

農地の中に一般住宅
が散在する住宅地域

4

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北180 80 160 160 低層住宅地

-

(都)(60,160)

県下において人口増減率、高齢化率等の一般的要因は相対的に優
るも、地価は緩やかに下落傾向が継続する。

美濃加茂市東部である下米田、牧野地区はいずれも地域要因の変
化に乏しい。

個別的要因に変動はない。

　農地も多く見られる住宅地域で、自用目的の取引が中心である。付近に賃貸住宅等は散見される程度で、収益価格は共同
住宅を想定したが、駐車場確保の必要性と賃貸市場の未熟成等により、土地の利用効率が低い地域事情にあるため相対的に
低廉に試算され参酌するに留めた。したがって、標準地等との検討を踏まえ、比準価格を採用し、鑑定評価額を上記の通り
決定した。

［

［

住宅
Ｗ１

周囲には農地を開発した戸建分譲が散見されるが、旧集落は土地取引動向はかなり鈍い。地価は地域の高齢化等による衰退
を受け弱含み傾向で推移するものと予測する。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 19,900 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

19,600

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

美濃加茂 2

代表標準地 標準地 地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.0

+17.1

+50.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

古井駅
北東 2.9km

古井
2.9km

(8)

西3.3m市道

(都)
(60,200)

（その他）　　　　
(60,160)

特にない 基準方位　北　　
３．３ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

378

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

18.0  ｍ、　奥行　約 20.0  ｍ、　規模 360  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

19,600 円／㎡

7,890 円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

36,600 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間-1.5％ ％

184.4 ］

100［ ］ 99.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

0.0

-1.0

方位

形状

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

19,700

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

美濃加茂 -

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+5.9

+17.6

+9.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

27,000 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

135.7 ］

100［ ］ 99.0［ ］

100［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 7月 1日 正常価格

平成 29年 7月 10日平成 29年 7月 1日

7,410,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 19,600 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 　同一需給圏の範囲は美濃加茂市内の住宅地域であるが、特に対象基準地の存する下米田地区、牧野地区等美濃加茂市東部
の住宅地域との代替競争関係が強い。農地を開発した戸建分譲地における需要者の中心は、周辺市町村からの勤労者である
が、現在の需要は総じて弱い。取引総額の価格帯は規模によりばらつきがある。需要の中心価格帯は土地で７００万円前後
である。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

美濃加茂（県） 6－

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

美濃加茂（県） －

基準地番号 提出先

6 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾





美濃加茂市蜂屋台１丁目５番１６

工場地

美濃加茂Ｉ．Ｃに近
接した中小工場が建
ち並ぶ新興の工業団
地

②標準的使用ｍ東 ｍ、西 ｍ、南 ｍ、北300 200 200 300 工場地

-

(都)工業(60,200)

６月の国内における企業収益は改善傾向を示し、企業の業況判断
も改善している。岐阜県も製造業の生産、受注は持ち直し傾向に
ある。

近隣及び周辺地域は完売状態で、地域要因に特段の変化は認めら
れない。

個別的要因に変動はない。

比準価格は、実際に市場で成立した取引事例を価格判定の基礎とするもので、実証的かつ説得力を有する。一方、近隣地域
は自社所有の工場等を主体とする工業地域であり、賃貸物件は殆どないため、賃貸物件を建設想定する収益還元法は非適用
とした。以上により本件では、比準価格を中心に周辺工業地の公示地、基準地との価格的均衡等を勘案し、代表標準地との
検討も踏まえ、上記の通り鑑定評価額を決定した。

［

［

工場

景気は緩やかな回復基調にあり、工業地の供給も限られ需給バランスが締まるなか、周辺の交通インフラの整備に伴って、
今後も安定的に推移するものと予測される。

③標準的画地の形状等

⑤周辺の土地の利用の
状況

④敷地の利用の現況

[地域要因]

[個別的要因]

[一般的要因]

価
格
形
成
要
因
の

変
動
状
況

ら
の
検
討

②変動率

前年標準価格 22,100 円／㎡

公示価格 円／㎡

標準地番号 -

新規

代表標準地 標準地

公
示
価
格
を

規
準
と
し
た

価
格

22,100

⑥対象基準地
  の規準価格

(円／㎡)

①

標準地番号

各務原 1

代表標準地 標準地

9

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

+0.9

+22.8

+14.0

0.0

0.0

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

0.0

0.0

0.0

+2.0

0.0

0.0

⑦
内
訳

美濃太田駅
北 3km

美濃太田
3km

(8)

南11.5m市道､
東側道

(都)工業
(60,200)

（その他）　　　　
(70,200)

特にない １１．５ｍ市道

　要因の

　比較

　因の比

　較

水道　
下水

③

間口　約

法令

規制

年地価調査）

(3)最有効使用の判定

(2)

⑦供給

(3)鑑定評価の条件 更地としての鑑定評価

２　鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1)

基
準
地

①所在及び地番並びに

　「住居表示」等

③形状

②地積

（㎡）

14,852

( )

⑨法令上の規制等

台形
1:1.5

⑥接面道路の状況

処理施

設状況

⑧主要な交通施設との

　接近の状況

近
隣
地
域

①範囲

④地域的特性

⑤地域要因の
　将来予測

100.0  ｍ、　奥行　約 150.0  ｍ、　規模 15,000  ㎡程度、　形状

特記

事項

街

路

交通

施設

(5)鑑定評価の手法
   の適用

取引事例比較法

収益還元法

原価法

比準価格

収益価格

積算価格

22,100 円／㎡

／   円／㎡

／   円／㎡

(4)対象基準地の

個別的要因

(7)試算価格の調整
   ・検証及び鑑定
   評価額の決定の
   理由

公示価格

30,800 円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

年間 半年間0.0 ％ ％

141.3 ］

100.5［ ］ 102.9［ ］

102.0［ ］100

100

100

100

　修 正

別記様式第６ 鑑定評価書（平成 29 平成 29年 7月 19日　提出

宅地-1

-2.0

+5.0

形状

角地

　補正

ほぼ長方形

指
定
基
準
地

か
ら
の
検
討

⑥対象基準地
  の比準価格

(円／㎡)

① 指定基準地番号

-

地
域
要
因

街路

交通

環境

行政

その他

標
準
化
補
正

街路

交通

環境

画地

行政

その他

⑦
内
訳

(9)

　要因の

　比較

　因の比

　較

前年指定基準地の価格

円／㎡

②時 点 ③標準化 ④地域要 ⑤個別的

］

［ ］ ［ ］

［ ］100

100

100

100

　修 正 　補正

対
象
基
準
地
の
前

年
標
準
価
格
等
か

(10)

倍

[平成 29年 1月]

平成 29年 7月 1日 正常価格

平成 29年 7月 10日平成 29年 7月 1日

328,000,000鑑定評価額

(1)価格時点

(2)実地調査日

円 22,100 円／㎡１㎡当たりの価格

(4)鑑定評価日

(5)価格の種類
路線価又は倍率

円／㎡

1.1

１　基本的事項

(6)
路
線
価

倍率種別

(6)市場の特性 同一需給圏は東回りの東海環状自動車道路沿線の工業地域一帯と判断される。需要者は輸送コスト面から名古屋方面への交
通アクセスを重視する製造業や流通・倉庫業が中心で、県外からの参入も多い。景気は緩やかな回復基調にあり、生産機械
等の一部製造業では昨年以上の業績を維持している企業もある。市内の工業団地は完売状態で、進出企業の撤退や新たな供
給もないため、需要の中心となる価格帯は見出せない状況にある。

継続
①-1対象基準地の検討

①-2基準地が共通地点（代表標準地等と同一地
点）である場合の検討

美濃加茂（県） 1－9

開発法 開発法による価格 ／   円／㎡

美濃加茂（県） －9

基準地番号 提出先

1 岐阜県

所属分科会名

岐阜第１分科会

業者名

印不動産鑑定士氏名

みずほ不動産鑑定事務所

水野隆吾


